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研究成果の概要（和文）： 

沖縄県の介護保険施設における高齢者虐待防止のさらなる体制構築を目指し、下記を本研究

の目的として調査を実施した。1）沖縄県内の介護保険施設従事者における労働環境やそれに付

随するメンタルヘルスについて明らかにする。2）自治体および施設での高齢者虐待防止への取

り組み及び地域でボランティア活動を行っている市民へのインタビューから施設における高齢

者虐待防止の体制についての示唆を得る。3）高齢者ケアの体制が充実している先進地視察を実

施する。それぞれの調査の結果から高齢者虐待を防止するための教育や研修の必要性は明らか

であった。また施設において倫理感やコンプライアンスに関する教育が十分でなかった。これ

らの成果を踏まえ、引き続き高齢者虐待防止に向けた教育プログラム開発を推進する。 

 
研究成果の概要（英文）： 

We carried out an investigation to prevent elderly abuse in long-term care insurance 

facilities in Okinawa for aiming at a further system construction of it. The survey for the 

investigation was as follows: 1) to clarify the labor circumstances of the workers in 

long-term care insurance facilities and the states of mental-health of the workers 

associated with it, 2) to get suggestions from municipalities or facilities tackling the 

problems of elderly abuse or by interviewing with the citizens with volunteer action in 

preventing elderly abuse on it, and 3) to visit to inspect the advanced countries filling up 

the care system for the elderly. The results showed it clear that education and training to 

prevent elderly abuse were essentially needful. It was also clarified that the educations 

concerning ethics or compliances in it were not performed enough in the facilities. We are 

planning now to develop an educational program for it.  
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１．研究開始当初の背景 

申請者らは平成16年に沖縄県内の介護保

険施設従事者の高齢者虐待に関する意識・実

態調査を行った。その結果、虐待行為によっ

て意識されやすい行為とされ難い行為のあ

ることや若くして介護職に従事し高齢者虐

待に直接あるいは間接的に経験した者ほど

高齢者虐待を冒すリスクが高く、介護職の経

験が長いほど介護ケアに対するモチベーシ

ョンを次第に低下させ、倫理観を鈍くさせて

しまう可能性のあることを明らかにした。そ

の背景には看護・介護職を取り巻く労働環境

の問題が示唆された。平成18年４月から施行

された「高齢者虐待防止、高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律」（以下、高齢者

虐待防止法とする）施行後１年目の調査では、

一般市民としての高齢者、学生および看護職

ともに高齢者虐待防止法について十分に理

解されていないことや自治体における地域

包括支援センターの整備も遅れていた。この

ことから、高齢者虐待防止法への周知度を高

めること、地域住民への啓発を含め自治体で

の体制整備のさらなる強化が示唆された。 

 超高齢社会・少子化の進展とともに家族の

介護力の低下や独居高齢者の増加等と施設

で最期を迎える高齢者や施設を利用する高

齢者は今後ますます増加することが予測さ

れ、高齢者に対する施設ケアの充実が課題と

なっている。また、高齢者虐待の観点から施

設で行われているケアを捉えると「不適切な

ケア」の問題が高齢者虐待につながることが

指摘されている。 

 
２．研究の目的 

これまでの調査報告等によると沖縄県の

介護施設の数は全国でも高値であり利用者

数も多く、また介護労働者の離職率は高く、

非正社員の割合が全国を上回るなど不安定

な雇用状況にあった。さらに、自治体におけ

る高齢者虐待防止の体制整備も全国に比べ

遅れていた。このような背景のもと、沖縄県

の介護施設における高齢者虐待防止のさら

なる体制構築を目指し下記を本研究の目的

とした。 

（1）沖縄県内の介護施設従事者における労

働環境やそれに付随するメンタルヘルスに

ついて明らかにする。 

（2）自治体および施設での高齢者虐待防止

への取り組み及び地域でボランティア活動

を行っている市民へのインタビューから施

設における高齢者虐待防止体制についての

示唆を得る。 

（3）介護施設・在宅および認知症ケアなど

高齢者ケアの体制が充実している先進地視

察を実施する。 

（4）（1）～（3）より介護施設ケアのあり

方、介護施設における高齢者虐待防止への教

育プログラム開発への示唆を得る。 

 
３．研究の方法 
（1）介護保険施設従事者の労働環境及びメ 
ンタルヘルス、高齢者虐待に対する意識と実 
態調査 
沖縄県内の介護保険施設の内、介護老人保

健施設、介護老人福祉施設の名簿から無作為
抽出した 16 施設の従事者に対し行った自記
式質問紙調査を分析した。調査項目は基本属
性、健康関連 QOLの測定として SF-36v2、職
業ストレス簡易調査、田中・福田らが作成し
た施設内高齢者虐待に関する意識および高
齢者虐待の体験の有無、高齢者虐待の発生要
因と防止策、高齢者虐待に関する教育や研修
及び関心、日本語版身体抑制認識尺度から構
成されていた。 
（2）自治体や介護保険施設での高齢者虐待 
防止への取り組み及び地域でボランティア 
活動を行っている市民へのインタビュー 
①自治体および介護保険施設での高齢者虐
待防止への取り組み 
1）自治体の介護保険施設に対する高齢者虐
待防止対策について明らかにする目的で、県
内の 41自治体が運営している地域包括支援
センターを対象に無記名自記式質問紙によ
る留め置き調査を実施した。センターの責任
者宛に研究依頼文書と質問紙を郵送し、質問
紙の回収は返信用封筒（郵送）で依頼した。
調査項目は虐待防止法施行後から平成 23年
度までの施設高齢者虐待件数の実態、虐待防
止に関する取り組み状況、施設従事者に対す
る教育・研修等のあり方についての意見等で
あった。 
2）沖縄県発行の施設一覧に掲載されている
介護老人保健施設及び介護老人福祉施設の
全施設を対象に無記名自記式質問紙による
留め置き調査を実施した。施設長宛に研究依
頼文書と質問紙を郵送し、質問紙の回収は返
信用封筒（郵送）で依頼した。調査項目は施
設の概要、養介護施設従事者等による高齢者
虐待の背景要因を参考にし実際に取り組ん
でいる防止対策等の内容が含まれていた。 
②地域でボランティア活動を行っている市
民へのインタビュー 
 市民の目線でボランティア活動を行って
いる民生委員、介護相談員に対し集合形式で
グループインタビューを実施した。事前にグ
ループの代表者に本研究の目的を説明し同
意を得た後、参加者を募った。実施はグルー
プ活動の場所で行い、再度本研究の目的を文
書と口頭で説明し同意を得た。「高齢者虐待
防止のさらなる体制づくりを目指して」をテ



ーマに申請者らのこれまでの研究成果を共
有し、施設ケアのあり方や高齢者虐待防止を
するための予防策や予防するためにはどの
ような教育が施設で必要かなどについて自
由に発言してもらった。また、参加者の同意
を得て、IC レコードに録音を行い、インタビ
ュー終了後任意に質問紙（性、年齢、活動、
職歴、介護経験、自由意見）への回答を求め
た。インタビューは 2 回に分けて実施した。 
③ ①の調査は琉球大学疫学倫理審査委員
会の承認を得て実施した。 
（3）先進地の視察 
 デンマーク国における高齢者福祉・医療お
よび教育制度の取り組みを把握するために
高齢者の在宅支援サービス等を視察した。ま
た日本が目指す「包括ケア」を実践している
オランダの介護付き高齢者住宅を視察した。 
 
４．研究成果 
（1）介護保険施設従事者の労働環境及びメ 
ンタルヘルス、高齢者虐待に対する意識と実 
態調査の概要 

①健康関連 QOL の実態 

介護保険施設従事者の NBS(国民標準値に

基づいたスコアリング)は SF-36 の 8 下位尺

度全てにおいて国民標準値を下回っていた。

各尺度の傾向を NBS で見みると、身体機能

(PF)、全体的健康感(GH)が他の下位尺度と比

較して高値で、社会生活機能(SF)が最も低値

を示した。社会生活機能(SF)は精神的健康度

の身体症状として最初に現れるもので、「過

去 1ケ月に家族、友人、近所の人、その他の

仲間とのふだんのつきあいが、身体的あるい

は心理的な理由で、どのくらい妨げられまし

たか」に対して約 70%の者が「妨げられた」

としていた。また、全体的健康感(GH)に対す

る項目では、自己の健康状態が良いとした者

は 69.5%であったが、これより先の健康状態

の推移についての項目では「まったくその通

り」「ほぼあてはまる」とした者は 20.2%、「何

とも言えない」とした者は 45.4%で介護保険

施設従事者の過半数以上が将来の健康状態

に対する不安を抱いていた。 

②職業性ストレスの実態(簡易採点法による 

調査結果) 

7 つの職業性ストレスのうち、介護保険施

設従事者の 60%以上がストレス反応を示した

のは「仕事の負担度」「仕事のコントロール

度」であった。「仕事の負担度」における項

目のうち、特に負担が感じられた項目は『か

なり注意を集中する必要がある』(69.5%)『か

らだを大変よく使う仕事だ』(63.9%)『一生

懸命働かなければならない』(62.4%)であっ

た。また「仕事のコントロール度」における

項目のうち『自分のペースでで仕事ができ

る』『自分で仕事の順番・やり方を決めるこ

とができる』は 40%に満たなかった。 

③職業性ストレスの実態(仕事のストレス判 

定図による調査結果) 

 仕事のストレス判定図は職場などの集団

を対象として仕事上の心理的ストレス要因

を評価し、それが従事者のストレス反応や健

康にどの程度影響を与えているのかを判定

する方法である（集団の健康リスクの全国平

均 100と比較し 100以上は全国平均より健康

リスクが高いことを意味する）。介護職全体

の健康リスクと比較すると看護職では仕事

のストレスによる健康リスクは看護職が低

く、また介護職より仕事の量的負担は少ない

が、対人関係によるストレスは看護職の方が

高いことが結果より推察された。介護職は男

女とも仕事のストレスによる健康リスクは

全国に比べ高かったが、上司・同僚の支援か

ら予想される健康リスクは全国平均より低

く、そのことが総合健康リスクの結果に影響

していることが考えられた。 

④高齢者虐待に関する意識と実態 

1)高齢者虐待に関する意識 

虐待行為と想定された 27項目のうち、「身

体的虐待」「心理的虐待」「性的虐待」に関す

る項目は虐待行為として認識されている割

合は高かったが、社会的孤立や自由を束縛す

る行為やプライバシーの権利に関する行為

は虐待行為としての認識は低かった。 

2)施設内虐待に関する実態とその要因・対応 

状況 

虐待行為と想定された 27 項目の体験の有

無では、半数以上の者が「自分が実際に体験

したことがある」であった（50.2％）。虐待

の起こる要因として最も高かったのは、「職

場が多忙過ぎた」で、虐待発生時の対応とし

ては「他者に相談した」（44.1％）「特に何も

していない」（38.5％）であった。 

3)高齢者虐待防止対策 

高齢者虐待防止対策として考えられるこ

とは「認知症に対する知識を深める」

（13.1％）、「高齢者虐待についての知識を深

める」（11.9％）、「高齢者になることについ

ての知識を深める」（10.5％）で、認知症や

高齢者を理解することが虐待防止の対策と

して考えられていた。 

4)高齢者虐待に関する教育・関心について 

  高齢者虐待に関する専門教育、研修・講義

の受講の有無では、職員の半数以上は受講し

ていた。また、大半の者は高齢者虐待への関

心を持っていた。 

⑤身体拘束に関する意識の実態 

 J-PRUQ の平均得点の結果から前回の調査



同様、医療処置を防ぐための項目に関して抑

制が必要だと考えられていた。また身体拘束

の禁止規定を理解していても実際には抑制

の必要な場合があることが結果から読み取

れた。 

（2）地域でボランティア活動を行っている 
市民へのグループインタビューの概要 
①面接者の特性 
 全員女性で人数は 9名であった。現在の活
動として民生員 3名、介護相談員が 6名であ
った。職歴は現職が 2 名（事業所での介護、
訪問支援）、退職者が 5名であった。 
②インタビューの内容 
1）グループ 1（民生員） 
職員からの挨拶やケア時に利用者への声

かけが見られない。職員同士の会話も少なく
いつも忙しく働いていて、利用者は依頼した
いことを上手く伝えられない。職員に余裕が
ないせいか利用者とのコミュニケーション
に乏しく、ゆったりとしたケアができていな
い。利用者への言葉づかいが丁寧でない。デ
イサービスでいつも寝ている利用者がいる。
ケアの最中に長時間放置されることがあっ
た。無認可の施設などでどのようなケアがさ
れているのか分からない。利用者の好みに応
じたケアを実施していた。職員の教育が充実
している施設は全体の雰囲気がよかった。施
設のトップの姿勢によって施設の雰囲気が
違う気がする。職員の教育が整っている施設
は家族や利用者に対して経営者の腰が低い｡ 
2）グループ 2（介護相談員） 
「職場が多忙」だから虐待が起こるのでは

なく、職員が忙しくした結果、利用者に不穏
状態を招いてしまい、その後始末に時間がか
かっている。仕事のスタート時に利用者に必
要なケアを先取りして行うべきで施設によ
って差がある。マンパワーが揃えば虐待がな
いとは言えない。学校で専門的に学んだこと
が現場では実践できないしできていない。不
適切なケアと同じように不適切な教育が行
われていると思う。不適切なケアに対して職
員同士で注意しない、上司も指摘しない。さ
まざまな職種を経験した人が介護職になっ
ていることから教育のあり方が気になる。介
護職の大変さが社会の通念になっている。職
員は認知症についての知識はあっても対応
が十分ではないように思う。利用者の立場に
立つことで相手の状態を理解できる（おむつ
体験）。役職位に対する軋轢を感じる。何か
を達成できた施設は職員一丸となって活気
がある。現場での教育、研修は必須だが実践
にいかせる研修が重要。新人教育のない施設
も在る。安全重視で高齢者の自由を制限して
いる。管理者の意識が現場に反映しており職
員も思うようなことが言えない。仕事を続け
るには職場のやり方に馴染むほかない。 
③インタビューの内容の要約 

 グループの経験をとおして施設ケアのあ
り方や高齢者虐待の予防策、予防するために
はどのような教育が施設に必要かを自由に
発言してもらった。その内容から高齢者に行
われている不適切なケアの存在、不適切なケ
アを指摘できない職場風土、管理者の姿勢が
職員にも反映しているなど、職場環境に関連
すること、現場に活かせる教育・研修の重要
性が述べられていた。 
（3）自治体および養介護保険施設での高齢 
者虐待防止への取り組みの概要 
①自治体の概要 
1）回収率：県内の全自治体（41 カ所）の運
営する地域包括支援センターを対象に郵送
にて調査票を送付し、12の自治体から回答を
得た（回収率 29.3％）｡2）高齢者虐待防止法
施行後（H18～H23）の 6 年間の相談件数、相
談はほぼ毎年あり全体で 29 件、相談者は家
族、施設職員、その他、ケアマネージャの順
であった。届け出は 3 件であった。通報は 8
件、通報者は家族、施設職員、ケアマネージ
ャからであった｡3）実際に扱った件数から今
後の見通しとして、例年と変わりないが
45.5％であった｡4）施設での虐待防止に関す
るこれまでの取り組みについて、管理者、職
員を対象とした研修会の開催、相談窓口の周
知、虐待防止マニュアル作成、広報誌での虐
待防止の呼びかけ、高齢者虐待防止ネットワ
ーク代表者会議への施設関係者の参加を促
す等であった｡5）これからの取り組みについ
ては、人権や権利擁護等意識啓発を目的とし
た研修、施設職員向けの高齢者虐待防止に関
する研修の企画・実施、相談窓口及び家族会
等に対する周知や広報活動、認知症のキャラ
バンメイトサポーターの養成等であった｡6）
施設等における高齢者虐待防止に関する課
題として、厳しい労働環境のなか職員が研修
を受ける機会や内部の勉強会が少ない。施設
での虐待は表面化し難い。虐待発生時の対応
の確認、施設と家族との関係悪化につながる
ため通報が少ない等であった｡7）施設内での
虐待防止に必要と考えられる取り組みとし
て〔高齢者虐待についての知識を深める；
50％〕〔高齢者虐待についての教育・研修を
行う；50％〕〔人権・権利擁護に関する教育・
研修を行う；41.7％〕〔施設において利用者・
家族からの苦情を受け入れる体制整備；
33.3％〕〔職員のストレス緩和ができる場所
を設置する；25％〕等であった｡8）施設職員
における教育・研修などについての自由記載
では、施設管理者と一般職員の研修を別々に
行なう。施設単独では厳しいため県単位での
研修を行う。法的な知識や介護知識・技術の
向上を図るためには研修の機会の確保及び
虐待防止の体制作りが必要。小規模離島のた
め教育・研修を受ける機会が少ない。他施設
との交流を行いサービス内容についての共



通意識を持つ等であった｡9）その他（自由記
載）、忙しすぎることで要支援者や要介護者
の人権を尊重できなくなり、また仕事のマン
ネリ化、低賃金など様々な要因が虐待につな
がっている。具体的な対応方法、法的根拠、
県との連携方法について研修する機会を望
む等が述べられていた。 
②養介護保険施設の概要 
1）回収率：県内の全介護老人福祉施設（59
施設）の内 21 施設（以下 A と称す）から回
答を得た（回収率 36％）。また全介護老人保
健施設（45 施設）の内 14 施設（以下 B と称
す）から回答を得た（31.1％）。2）施設の概
要として A、B共 80％以上が入所者 50 人以上
及び職員数が適正人数であった。3）人材確
保のための努力・工夫として、新人勉強会や
新人職員の指導（OJT）、メディア・ハローワ
ーク・人材センターへの求人募集登載、業務
改善を心がける、定期昇給の持続や各部署の
協力・連携・応援体制の整備等、就職説明会
に参加し積極的に求人を募集、定年再雇用、
設備投資等であった｡4）Ⅰ組織運営に関する
項目として、ⅰ施設の理念や組織の基本方針
の明文化について A は 100％、B は 85.7％で
あった。理念や方針の職員間の共有及び具体
的な指針の提示は Aの方が Bよりも高い割合
で行われていた。苦情処理体制の設置は AB
共にほぼ 100％であった。ⅱ計画的な教育・
研修の実施は A､B 共に 80％以上されており、
ⅲ教育・研修効果を実践に活かす努力・工夫
として、施設内研修や勉強会を定期的に実施、
研修後報告会を行い全体での情報共有、技術
の実践、外部研修への派遣、ミーティングで
5 分程度の報告会を実施する等であった。ⅳ
実習生の受け入れは A､B共に 90％以上受け入
れており、それ以外にボランティアの活用、
地域との交流を行なっていた。ⅴ利用者・家
族との情報共有に努めている・工夫している
ことでは、サービス担当者会議や行事への利
用者・家族の参加の呼びかけ、利用者の状態
変化等を定期的に家族へ報告、家族会の発足
や交流、利用者・家族からの要望・意見は全
部署・施設長で共有し対応している、介護に
関する情報発信（パンフレット）、フィード
バックノートの活用等であった｡5）Ⅱ職員の
負担・ストレスに関する項目として、ⅰユニ
ットケアの実施は Aは 70％以上実施されてい
たが、Bではほとんど実施されていなかった。
ⅱ夜勤で特に配慮していることは Aでは夜勤
者の適正配置・人員調整、急変時の対応での
オンコール体制、勤務シフトの調整等。B で
は人員配置を多くする、仮眠時間の確保、夜
勤の負担軽減のため日中のケアを重視する
等であった。ⅲ職員のストレスを相談・対応
する部署は A､B共 30％程度の設置であったが
施設外での相談する機会は A は 76％、B では
42.9％が「ない」であった。その対応・対策

として上司等が個別にて対応・相談を受けて
いる、日頃から職員とのコミュニケーション
を心がけている、上司による日々の観察で面
談、業務軽減を図る、何でもいえる雰囲気作
り、急な休みにも対応できる人員配置等であ
った。6）Ⅲチームアプローチに関する項目
として、ⅰ仕事を遂行するためリーダーの役
割を A､B 共に 80％以上明確にしていた。ⅱ職
員の役割や仕事範囲、職員間の連携は、A が
66.7％、Bが 85.7％であった。ⅲチームアプ
ローチに努めている・工夫していることは、
定期的なカンファレンス、専門職ミーティン
グを行いケアの統一性や役割責任の確認す
る、毎月リーダー会議を開催、職員間での情
報交換・共有を行う、各種委員会を設置し会
議を行う等であった｡7）Ⅳ倫理観とコンプラ
イアンスの項目として、ⅰケア・サービスの
内容・方法を利用者本位の原則に基づいて行
っていたのは A は 76.2％、B は 64.3％であっ
た。ⅱ人権擁護、コンプライアンスに関する
勉強会・研修会を定期的にしていたのは A､B
共に半数以下であったが高齢者虐待・身体拘
束に関する勉強会・研修会は A､B共に 70％以
上は実施されており 90％以上が委員会を設
置していた。ⅲ高齢者虐待が確認された場合
の対応、取り組みについては、通報義務に沿
って市町村に通報、職員への聞き取り、原因
を究明し再発防止策を講じる、家族への報
告・謝罪、人権尊重に関する勉強会を全職員
に実施しモラルの向上に努める等であった｡
8）Ⅴケアの質の項目として、ⅰ手順の標準
化や認知症に関する勉強会・研修会は A､B共
に 70％以上実施されていた。ⅱ不適切なケア
を防ぐための取り組みとして、施設内外の研
修、技術面向上の勉強会を実施、業務改善に
ついて随時検討する、マニュアルに沿ってケ
アが実施されているか確認、ペアでケアに取
り組む、外部の相談員による確認、利用者・
家族からの情報共有等であった。9）Ⅵ高齢
者虐待防止対策の項目としてⅰ実際に取り
組んでいることは、A､B 共に認知症について
の理解、接遇研修、苦情処理体制、地域・他
施設との交流等で、オンブズマン制度の導入
はほぼ未設置であった。 
（4）市民ボランティア、自治体、介護保険 
施設の調査 
 自治体や施設への質問で「施設内高齢者虐
待を防止する取り組みとしてどのようなこ
とが必要か」に対して各領域に共通していた
のは、高齢者虐待についての知識を深めるこ
と、人権・権利擁護及び高齢者虐待について
の教育・研修を行う、であった。また本調査
結果から人権擁護・コンプライアンスの教
育・研修が十分に行われていなかった。一方
ボランティアからは不適切なケアに関する
ことが多く述べられており、ケアする側の倫
理観が指摘されていた。以上のことから倫理



観とコンプライアンスに関する実践的な教
育・研修の必要性が考えられた。 
（5）先進地の視察から 
 高齢者自身、家族を頼ることなく認知症に
なっても独りで生活を継続することがきて
いた。それには在宅・施設の支援体制が十分
に整備されており、どこに住んでいようがサ
ービスが標準化されていた。また高齢者自身
の自己決定がしっかり根付いており、ケアす
る側もその意思を尊重したケアを実践して
いた。このような取り組みから、今後の高齢
者虐待防止の体制構築を考える上で有効な
示唆が得られた。 
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